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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　像担持体上の残留電荷を除去する除電ユニットであって、
　前記像担持体の長手方向に沿って配列され、前記像担持体の表面に光を照射する発光部
材と、
　前記像担持体の長手方向に延びて設けられ前記発光部材を実装した基板と、
　該基板が所定の位置に取り付けられるホルダーと、を備え、
　該ホルダーは、前記基板の長手方向の一端部を長手方向に沿って挿入可能とする開口部
と、該開口部の反対側に形成された可撓性を有する第１案内部と、該第１案内部とともに
前記基板の厚みより小さい隙間を形成する第２案内部と、を有してなり、
　前記基板の一端部を前記開口部に挿入した状態で、前記第１案内部の撓みによって前記
基板の他端部側を前記第１及び第２案内部の隙間に挟持させ長手方向と略直交する方向に
挿入することにより、前記基板が所定の位置に保持され、
　前記基板は、前記ホルダーの長手方向に沿った内壁面に形成される第１保持部と、前記
第２案内部の案内面に形成される第２保持部と、前記第１案内部と、前記開口部とで構成
される保持部に保持され、
　前記第１保持部及び第２保持部は前記基板の挿入方向の両端側を保持し、前記第１案内
部及び前記開口部は前記基板の下面を保持することを特徴とする除電ユニット。
【請求項２】
　前記ホルダーは、前記基板の長手方向の両端部の間にて前記基板の下面を保持する中間
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保持部を有することを特徴とする請求項１に記載の除電ユニット。
【請求項３】
　前記基板は水平方向に対して傾斜して前記保持部に保持され、前記第１及び第２案内部
は前記保持部と略同じ傾斜角にて配設されることを特徴とする請求項１または請求項２に
記載の除電ユニット。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれかに記載の除電ユニットと、前記像担持体と、前記像担持
体上に残留する現像剤を回収するクリーニング部と、少なくとも前記クリーニング部を保
持するハウジングと、を備えたドラムユニットにおいて、
　前記除電ユニットは前記ハウジングに取り付けられることを特徴とするドラムユニット
。
【請求項５】
　請求項１～請求項３のいずれかに記載の除電ユニットを備えた画像形成装置。
【請求項６】
　請求項４に記載のドラムユニットを備えた画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複写機、プリンター、ファクシミリ、それらの複合機等の像担持体上の残留
電荷を除去する除電ユニット、及びそれを備えたドラムユニット及び画像形成装置に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　画像形成装置では、像担持体の周辺に帯電部、露光部、現像部、転写部、クリーニング
部、及び除電装置等が設けられている。帯電部によって像担持体の表面が一様に帯電され
た後、露光部によって露光が行われて像担持体の表面に静電潜像が形成され、さらに静電
潜像が現像部によって現像される。その後、現像されたトナー画像は転写部によって記録
媒体上に転写され、記録媒体は定着部へと搬送されて定着された後、装置外へと排出され
る。転写の際に像担持体上に残留したトナーはクリーニング部によって除去される。また
、転写後に除電装置によって像担持体上の残留電荷が除去され、像担持体は再び帯電部に
よって帯電される。帯電前に残留電荷を除去することで、その後の像担持体の表面を均一
に帯電させることができる。残留電荷の除電には、光による除電等が用いられる。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載の除電装置には、帯電部としてチャージワイヤーとグリッド
がハウジングに設けられ、グリッドの一部を延長して、ハウジングを支持する保持部、及
びグリッドを電気的に接続するとともに装置本体に取り付けるための接続部が形成される
。保持部には除電ランプが保持され、保持部の付勢力によりグリッド及び除電ランプが像
担持体に対して所定の位置に調整されている。この構成によって、部品点数を減少させ、
また部品の組付けを簡単にして、除電装置のコストダウンを達成している。
【０００４】
　また、特許文献２に記載の除電装置は、装置を小型化するために、光を屈折散光させる
棒状の導光管と、導光管の一方端に取り付けられて導光管に除電するための光を照射する
発光体とで除電器を構成し、除電器を取り付けるためのホルダーを備え、ホルダーの内側
に長手方向に並行な凹溝部を設けるとともに、凹溝部の近傍に除電器を係止する係止部を
設け、除電器をホルダーの凹溝部に取り付けている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平５－１９５９２号公報（段落［００１０］～［００１４］、第１図
）
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【特許文献２】特開２００１－３３７５７１号公報（段落［００２９］～［００３１］、
第５図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した特許文献１に記載の除電装置では、グリッドに保持部と接続部
を一体形成するためにグリッドの形状が複雑となり、コストアップに繋がる。また、保持
部と接続部がグリッドと一体化されるため、その分だけ部品点数は削減できるものの、グ
リッドのハウジング及び装置本体への取り付け作業が煩雑になるという不都合があった。
【０００７】
　また、特許文献２に記載の除電装置では、除電器をホルダーの凹溝部に取り付けるため
に、除電器（導光管）の剛性を利用して屈曲させ凹溝部に挿入した後、除電器を係止部に
固定しているが、除電器を適切な範囲で屈曲させて組み立てることが必要になり、除電器
を適切な範囲で屈曲させることが難しい。除電器の屈曲が小さいと除電器をホルダーに組
み込むことができず、一方、除電器を過度に屈曲させると、除電器が破損するおそれがあ
る。特に発光ダイオードや抵抗等の電子部品を実装した基板を備える除電器では、基板を
屈曲させることにより電子部品が破損するという不都合があった。
【０００８】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、基板や部品を破損
させることなく簡単に組み立てられ、小型で低コストである除電ユニット及びそれを備え
たドラムユニット及び画像形成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために第１の発明は、像担持体上の残留電荷を除去する除電ユニッ
トであって、前記像担持体の長手方向に沿って配列され、前記像担持体の表面に光を照射
する発光部材と、前記像担持体の長手方向に延びて設けられ前記発光部材を実装した基板
と、該基板が所定の位置に取り付けられるホルダーと、を備え、該ホルダーは、前記基板
の長手方向の一端部を長手方向に沿って挿入可能とする開口部と、該開口部の反対側に形
成された可撓性を有する第１案内部と、該第１案内部とともに前記基板の厚みより小さい
隙間を形成する第２案内部と、を有してなり、前記基板の一端部を前記開口部に挿入した
状態で、前記第１案内部の撓みによって前記基板の他端部側を前記第１及び第２案内部の
隙間に挟持させ長手方向と略直交する方向に挿入することにより、前記基板が所定の位置
に保持されることを特徴としている。
【００１０】
　また、第２の発明では、上記の除電ユニットにおいて、前記ホルダーは、前記基板の長
手方向の両端部の間にて前記基板の下面を保持する中間保持部を有することを特徴として
いる。
【００１１】
　また、第３の発明では、上記の除電ユニットにおいて、前記基板は水平方向に対して傾
斜して前記保持部に保持され、前記第１及び第２案内部は前記保持部と略同じ傾斜角にて
配設されることを特徴としている。
【００１２】
　また、第４の発明では、上記の除電ユニットにおいて、前記基板は、前記ホルダーの長
手方向に沿った内壁面に形成される第１保持部と、前記第２案内部の案内面に形成される
第２保持部と、前記第１案内部と、前記開口部とで構成される保持部に保持され、前記第
１保持部及び第２保持部は前記基板の挿入方向の両端側を保持し、前記第１案内部及び前
記開口部は前記基板の下面を保持することを特徴としている。
【００１３】
　また、第５の発明では、上記の除電ユニットと、前記像担持体と、前記像担持体上に残
留する現像剤を回収するクリーニング部と、少なくとも前記クリーニング部を保持するハ
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ウジングと、を備えたドラムユニットにおいて、前記除電ユニットは前記ハウジングに取
り付けられ、前記基板は、前記ホルダーの長手方向に沿った内壁面に形成される第１保持
部と、前記ハウジングの、前記基板の挿入方向の後端部に対向する位置に形成される第２
保持部と、前記第１案内部と、前記開口部とで構成される保持部に保持され、前記第１保
持部及び第２保持部は前記基板の挿入方向の両端側を保持し、前記第１案内部及び前記開
口部は前記基板の下面を保持することを特徴としている。
【００１４】
　また、第６の発明では、前記構成の除電ユニットを備えた画像形成装置である。
【００１５】
　また、第７の発明では、前記構成のドラムユニットを備えた画像形成装置である。
【発明の効果】
【００１６】
　第１の発明によれば、ホルダーの開口部に基板の一端部を挿入し、基板の他端部側を第
１及び第２案内部の間に挿入することで、基板の他端部側が第１及び第２案内部によって
所定の位置に向けて案内され、基板は所定の位置に保持される。このように、基板の一端
部をホルダーの開口部に挿入し、基板の他端部側を第１及び第２案内部に沿って挿入する
という簡単な作業によって基板がホルダーに組み付けられ、また、このように基板を組み
込むと、基板の変形等によって基板や発光部材が破損することがなく、さらに基板を取り
付ける構成が省スペースで収まり、除電ユニットを小型にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態に係るドラムユニットを備えた画像形成装置を示す概略図
【図２】本発明の第１実施形態に係るドラムユニットを示す断面図
【図３】第１実施形態に係る除電ユニットを示す斜視図
【図４】第１実施形態に係る除電ユニットの基板の一端部を挿入可能とする構成を示す斜
視図
【図５】第１実施形態に係る除電ユニットの基板の中間部を保持する構成を示す斜視図
【図６】第１実施形態に係る除電ユニットの基板の他端部を保持する構成を示す斜視図
【図７】本発明の第２実施形態に係る除電ユニットの基板を保持する構成を示す断面図
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に本発明の実施形態について図面を参照して説明するが、本発明は、この実施形態
に限定されない。また発明の用途やここで示す用語等はこれに限定されるものではない。
【００１９】
　　（第１実施形態）
　図１は、本発明の実施形態に係る除電ユニットを備えた画像形成装置の構成を示す図で
ある。画像形成装置１はタンデム型のカラープリンターであり、回転自在である感光体ド
ラム１１ａ～１１ｄは、感光層を形成する感光材料として、有機感光体（ＯＰＣ感光体）
が用いられ、ブラック、イエロー、シアン、及びマゼンタの各色に対応させて配設される
。各感光体ドラム１１ａ～１１ｄの周囲に、現像部２ａ～２ｄ、露光ユニット１２、帯電
部１３ａ～１３ｄ、クリーニング部１４ａ～１４ｄ、及び除電ユニット６０ａ～６０ｄが
配設される。
【００２０】
　現像部２ａ～２ｄは、感光体ドラム１１ａ～１１ｄの右方に夫々対向して配置され、感
光体ドラム１１ａ～１１ｄにトナーを供給する。帯電部１３ａ～１３ｄは、感光体ドラム
１１ａ～１１ｄの回転方向に対して現像部２ａ～２ｄの上流側であって感光体ドラム１１
ａ～１１ｄの表面に対向して配置され、感光体ドラム１１ａ～１１ｄの表面を一様に帯電
させる。
【００２１】
　露光ユニット１２は、パーソナルコンピューター等から画像入力部（図略）に入力され
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た文字や絵柄などの画像データに基づいて、各感光体ドラム１１ａ～１１ｄを走査露光す
るためのものであり、現像部２ａ～２ｄの下方に設けられる。露光ユニット１２には、レ
ーザー光源、ポリゴンミラーが設けられ、各感光体ドラム１１ａ～１１ｄに対応して反射
ミラー及びレンズが設けられる。レーザー光源から出射されたレーザー光が、ポリゴンミ
ラー、反射ミラー及びレンズを介して、感光体ドラム１１ａ～１１ｄの回転方向に対して
帯電部１３ａ～１３ｄの下流側から、各感光体ドラム１１ａ～１１ｄの表面に照射される
。照射されたレーザー光により、各感光体ドラム１１ａ～１１ｄの表面には静電潜像が形
成され、この静電潜像が各現像部２ａ～２ｄによりトナー像に現像される。
【００２２】
　無端状の中間転写ベルト１７は、テンションローラー６、駆動ローラー２５及び従動ロ
ーラー２７に張架されている。駆動ローラー２５は図示しないモーターによって回転駆動
され、中間転写ベルト１７は駆動ローラー２５の回転によって循環駆動させられる。
【００２３】
　この中間転写ベルト１７に接触するように各感光体ドラム１１ａ～１１ｄが中間転写ベ
ルト１７の下方で回転方向（図１の矢印方向）に沿って隣り合うように配列されている。
１次転写ローラー２６ａ～２６ｄは、中間転写ベルト１７を介して感光体ドラム１１ａ～
１１ｄに対向し、中間転写ベルト１７に圧接して１次転写部を形成する。この１次転写部
において、中間転写ベルト１７の回転とともに所定のタイミングで各感光体ドラム１１ａ
～１１ｄのトナー像が中間転写ベルト１７に順次転写される。これにより、中間転写ベル
ト１７表面にはマゼンタ、シアン、イエロー、ブラックの４色のトナー像が重ね合わされ
たトナー像が形成される。
【００２４】
　中間転写ベルト１７にトナー像が転写された後、感光体ドラム１１の表面に残留するト
ナーがクリーニング部１４ａ～１４ｄによってクリーニングされて回収され、さらに除電
ユニット６０ａ～６０ｄによって感光体ドラム１１の表面の残留電荷が除去される。
【００２５】
　２次転写ローラー３４は、中間転写ベルト１７を介して駆動ローラー２５に対向し、中
間転写ベルト１７に圧接して２次転写部を形成する。この２次転写部において、中間転写
ベルト１７表面のトナー像が用紙Ｐに転写される。転写後に、ベルトクリーニング部３１
が中間転写ベルト１７に残存するトナーを清掃する。
【００２６】
　画像形成装置１内の下方には、用紙Ｐを収納する給紙カセット３２が配設され、給紙カ
セット３２の右方には、手差しの用紙を供給するスタックトレイ３５が配設される。給紙
カセット３２の左方には、給紙カセット３２から送り出された用紙Ｐを中間転写ベルト１
７の２次転写部に搬送する第１用紙搬送路３３が配設される。また、スタックトレイ３５
の左方には、スタックトレイ３５から繰り出された用紙Ｐを２次転写部に搬送する第２用
紙搬送路３６が配設される。更に、画像形成装置１の左上方には、トナー像が形成された
用紙Ｐの定着処理を行う定着部１８と、定着処理の行われた用紙Ｐを用紙排出部３７に搬
送する第３用紙搬送路３９とが配設される。
【００２７】
　給紙カセット３２は、装置の外部（図１の紙面表側）に引き出すことにより用紙Ｐの補
充を可能にしたもので、収納されている用紙Ｐがピックアップローラー３３ｂ及び捌きロ
ーラー３３ａにより１枚ずつ第１用紙搬送路３３側に繰り出される。
【００２８】
　第１用紙搬送路３３と第２用紙搬送路３６とはレジストローラー対３３ｃの手前で合流
しており、レジストローラー対３３ｃにより、中間転写ベルト１７における画像形成動作
と給紙動作とのタイミングを取って、用紙Ｐが２次転写部に搬送される。２次転写部に搬
送された用紙Ｐは、バイアス電位が印加された２次転写ローラー３４によって、中間転写
ベルト１７上のトナー像を２次転写され、定着部１８に搬送される。
【００２９】
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　定着部１８は、ヒーター等により加熱される定着ベルトと、定着ベルトに内接する定着
ローラーと、定着ベルトを介して定着ローラーに圧接して配設された加圧ローラー等とを
備え、未定着トナー像が転写された用紙Ｐを加熱及び加圧することにより定着処理を行う
。用紙Ｐは、定着部１８によってトナー像が定着された後、必要に応じて第４用紙搬送路
４０で反転されて用紙Ｐの裏面にも２次転写ローラー３４によってトナー像が転写され、
定着部１８によって定着される。トナー像が定着された用紙Ｐは第３用紙搬送路３９を通
って、排出ローラー対１９ａにより用紙排出部３７に排出される。
【００３０】
　図２は、上述の画像形成装置１に用いられる除電ユニット及び感光体ドラムを含むドラ
ムユニットの構成を示す断面図であり、図１に示す画像形成装値１の裏面側から見たもの
である。なお、以下の説明では、図１に示す感光体ドラム１１ａを含むドラムユニットの
構成について説明するが、感光体ドラム１１ｂ～１１ｄを含むドラムユニットの構成につ
いては図２に示すドラムユニットと同様であり、説明を省略し、また各色の感光体ドラム
等を示すａ～ｄの符号を省略する。
【００３１】
　ドラムユニット１０は、像担持体である感光体ドラム１１と、帯電部１３と、クリーニ
ング部１４と、除電ユニット６０とを備える。
【００３２】
　感光体ドラム１１は、中間転写ベルト１７の下側で図示しないハウジングに回転可能に
保持される。帯電部１３は、感光体ドラム１１の表面に接触し感光体ドラム１１の表面を
帯電させる帯電ローラー７１と、帯電ローラー７１に付着しているトナーや用紙の紙粉等
を除去する清掃ローラー７２とを有し、感光体ドラム１１の下側でハウジングに保持され
る。尚、帯電部１３は、チャージワイヤーを感光体ドラム１１に対して非接触に配置し、
コロナ放電により感光体ドラム１１の表面を帯電させるものであってもよい。
【００３３】
　クリーニング部１４は、感光体ドラム１１の表面に当接し感光体ドラム１１の表面に付
着したトナーを掻き取るクリーニングブレード５１と、クリーニングブレード５１によっ
て掻き取られたトナーを回収する回収スクリュー５２とを有し、感光体ドラム１１の右側
に配設される。クリーニングブレード５１はハウジング５３に固定され、回収スクリュー
５２はハウジング５３に回転可能に保持される。ハウジング５３は樹脂によって所定の形
状に形成され、感光体ドラム１１、帯電部１３を保持するハウジングに取り付けられる。
尚、クリーニングブレード５１の替わりにブラシ或いは研磨ローラー等のクリーニング部
材によって、感光体ドラム１１の表面に付着したトナーを掻き取るようにしてもよい。
【００３４】
　除電ユニット６０は、クリーニング部１４の上側で且つ中間転写ベルト１７の下側に配
設され、中間転写ベルト１７へトナー像を転写した後に感光体ドラム１１の表面に残留す
る電荷を除電する。感光体ドラム１１の表面の残留電荷を除電するために、除電ユニット
６０は、感光体ドラム１１の長手方向（回転軸線方向）に沿って延びた基板６２を有し、
基板６２には、発光部材である複数の発光ダイオード６１が実装される。発光ダイオード
６１は、発光面を感光体ドラム１１の表面に向けて基板６２の長手方向（感光体ドラム１
１の回転軸線方向）に複数配列され、また、図示しない駆動回路に接続され、駆動電流が
与えられると、感光体ドラム１１の表面を回転軸線方向に均一に光を照射する。各発光ダ
イオード６１から感光体ドラム１１の表面に光を照射することで、感光体ドラム１１の表
面に残留する電荷が除電される。
【００３５】
　発光ダイオード６１を実装した基板６２は、図３に示すようにホルダー６５に取り付け
られる。図３は、基板６２をホルダー６５に取り付けた本発明の第１実施形態の除電ユニ
ット６０を示す斜視図である。
【００３６】
　図３に示すように、ホルダー６５は、断面視略「フ」字状で長手方向（感光体ドラム１
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１の回転軸線方向）に延びて樹脂によって形成される。ホルダー６５の左側の壁面には、
開口部６５ａが形成され、またホルダー６５の右側には、第１案内部６５ｂ及び第２案内
部６５ｃが形成される。基板６２をホルダー６５に取り付ける際には、基板６２の一端部
（図３の左側）を図３の前面側から開口部６５ａに挿入するとともに、基板６２の他端部
（図３の右側）を第１及び第２案内部６５ｂ、６５ｃの隙間に挿入する。これにより、基
板６２は所定の位置に向けて案内され、所定の位置にて後述する保持部によって保持され
る。
【００３７】
　上記のように基板６２の一端部を開口部６５ａに挿入し、基板６２の他端部側を第１及
び第２案内部６５ｂ、６５ｃに沿って挿入するという簡単な作業によって基板６２がホル
ダー６５に組み付けられ、また、このように基板６２を組み付けると、基板６２の変形等
によって基板６２及び発光ダイオード６１が破損することがなく、さらに基板６２を取り
付ける構成が省スペースで収まり、除電ユニット６０を小型にすることができる。
【００３８】
　さらにホルダー６５の長手方向の両側部の間には、複数の中間保持部６５ｄが配置され
る。中間保持部６５ｄは、基板６２の下面を保持するものであり、ホルダー６５の奥側の
壁面６５ｊから薄板円弧状に突出して形成される。
【００３９】
　ホルダー６５の下側の中央部には一対の係止部６５ｅが形成され、ホルダー６５の長手
方向の両側部の上側には一対の突起部６５ｆが形成される。係止部６５ｅ及び突起部６５
ｆは、ホルダー６５をハウジング５３（図２参照）に対して位置決めして取り付けるもの
である。係止部６５ｅは、ホルダー６５本体から弾性を有する形状でＬ字状に延び、先端
をフック状に形成される。一対の突起部６５ｆをハウジング５３の図示しない孔に差し込
んでハウジング５３に対してホルダー６５を位置決めした後、係止部６５ｅをハウジング
５３の図示しない孔に係止部６５ｅの弾性に抗して差し込むと、係止部６５ｅが孔に係止
される。これによって、ホルダー６５は所定の位置（図２参照）にてハウジング５３に取
り付けられる。尚、クリーニング部１４を保持するハウジング５３にホルダー６５を取り
付けることに替えて、クリーニング部１４とともに感光体ドラム１１や帯電部１３を保持
するハウジングにホルダー６５を取り付ける構成としてもよい。
【００４０】
　具体的には、図４～図６に示すようにホルダー６５は構成される。図４は基板６２の一
端部を挿入する開口部６５ａ周辺の構成を示す部分斜視図であり、図５は基板６２の中間
部を保持する中間保持部６５ｄ周辺の構成を示す部分斜視図であり、また図６は基板６２
の他端部を保持する第１及び第２案内部６５ｂ、６５ｃ周辺の構成を示す部分斜視図であ
る。
【００４１】
　図４示すように、ホルダー６５の長手方向の一側面には開口部６５ａが形成される。基
板６２の一端部６２ａ及び他端部６２ｂ（図６参照）は、発光ダイオード６１を実装する
中央部より幅が小さく形成され、開口部６５ａは基板６２の一端部６２ａを収容するサイ
ズを有する。発光ダイオード６１を実装した基板６２を矢印Ａ方向（長手方向と略直交す
る方向）からホルダー６５の奥側に挿入し、基板６２を図４の左側に寄せながら基板６２
の一端部６２ａを開口部６５ａに挿入する。基板６２は、開口部６５ａの挿入方向Ａの手
前側の開口内壁面６５ｍに当接するために、開口部６５ａから抜け出ることがない。そし
て基板６２の下面が中間保持部６５ｄに保持される。
【００４２】
　図５に示すように、中間保持部６５ｄは、ホルダー６５の長手方向の一端部側（図４参
照）に設けられるとともに、ホルダー６５の長手方向の中央部に設けられ、更にホルダー
６５の長手方向の他端部側（図６参照）に設けられ、基板６２の両端部６２ａ、６２ｂの
間にて夫々基板６２の下面を保持する。このように構成することで、大きいサイズの用紙
を印刷する画像形成装置１に除電ユニット６０を適用した場合、基板６２が長手方向に長
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くなるが、基板６２の下面が中間保持部６５ｄによって保持されるために、発光ダイオー
ド６１等の電子部品を実装した基板６２が自重によって下側に撓み、変形するおそれがな
い。
【００４３】
　ホルダー６５の奥側に形成される内壁面６５ｊには複数の第１保持部６５ｋが形成され
る。第１保持部６５ｋは、後述する第２保持部６５ｉ（図６参照）とともに基板６２の挿
入方向Ａの両端部を保持するものである。第１保持部６５ｋは、基板６２の挿入方向Ａの
前端部を当接可能に保持する。
【００４４】
　図６に示すように、ホルダー６５の長手方向の他端部側には、第１案内部６５ｂ及び第
２案内部６５ｃが形成される。
【００４５】
　第１案内部６５ｂは、上下方向に可撓性を有する構成とするために、内壁面６５ｊから
挿入方向Ａの手前側に延び上下方向に薄板状に形成される。第１案内部６５ｂには、第１
案内面６５ｇ及び挿入面６５ｎが設けられる。挿入面６５ｎは、基板６２の他端部６２ｂ
を挿入し易くするために、下側に円弧状に形成される。第１案内面６５ｇは、基板６２の
他端部６２ｂの挿入時、基板６２の下面に当接し、所定の保持位置へ案内する。
【００４６】
　第２案内部６５ｃは、第１案内部６５ｂに対して長手方向の端部側の近傍で上側に配置
され、内壁面６５ｊから挿入方向Ａの手前側に延びて形成される。第２案内部６５ｃには
、第２案内面６５ｈと第２保持部６５ｉが設けられる。
【００４７】
　第２案内面６５ｈは、基板６２の他端部６２ｂの挿入時、基板６２の他端部６２ｂの上
面に当接し、所定の保持位置である第１保持部６５ｋ（図５参照）と第２保持部６５ｉと
の間へ案内する。また、第２案内面６５ｈは、第１案内面６５ｇとともに基板６２の厚み
より小さい隙間を形成するように設けられる。従って、基板６２が第１及び第２案内部６
５ｂ、６５ｃの間に挿入されると、第１案内部６５ｂは下側に撓み、第１案内部６５ｂの
撓みによって、基板６２は第１及び第２案内面６５ｇ、６５ｈに挟持され第１及び第２保
持部６５ｋ、６５ｉに案内される。
【００４８】
　第２保持部６５ｉは、第２案内面６５ｈの奥側で第２案内面６５ｈに対して上側に窪ん
だ部分の手前側の壁面にて形成される。第２保持部６５ｉは、内壁面６５ｊに形成される
第１保持部６５ｋ（図５参照）とともに基板６２の他端部６２ｂを挿入方向Ａに保持する
。基板６２が第１及び第２案内面６５ｇ、６５ｈによって案内され、基板６２の後端部（
挿入方向Ａの後端）が第２保持部６５ｉに至ると、第１案内部６５ｂの撓みが解消され第
１案内部６５ｂは元の形状に戻る。これによって、基板６２の他端部６２ｂの後端部は第
２保持部６５ｉに当接可能に保持される。また基板６２の前端部は第１保持部６５ｋに当
接可能に保持される。さらに、基板６２の下面は、第１案内部６５ｂの第１案内面６５ｇ
に保持されるとともに、複数の中間保持部６５ｄに保持される。
【００４９】
　基板６２をホルダー６５に取り付ける手順については、図４に示すように、発光ダイオ
ード６１を実装した基板６２を矢印Ａ方向からホルダー６５の奥側に挿入する。このとき
、基板６２を挿入方向Ａに傾斜させて挿入する。即ち、基板６２の一端部６２ａ側を挿入
方向Ａの奥側にして、基板６２の他端部６２ｂ側を挿入方向Ａの手前側に傾斜させて、基
板６２の一端部６２ａを開口部６５ａに挿入する。次に、基板６２の一端部６２ａを開口
部６５ａに挿入した状態で、図６に示すように、基板６２の他端部６２ｂ側を第１及び第
２案内部６５ｂ、６５ｃの間に挿入することで、第１案内部６５ｂの撓みによって、基板
６２は第１及び第２案内部６５ｂ、６５ｃに挟持されるとともに案内される。基板６２を
さらに挿入することで、基板６２は第１保持部６５ｋと第２保持部６５ｉとの間に至り、
基板６２の挿入方向の両端部は第１及び第２保持部６５ｋ、６５ｉに保持され、また基板
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６２の下面は第１案内部６５ｂの第１案内面６５ｇと中間保持部６５ｄに保持される。
【００５０】
　上記実施形態によれば、図３に示すように、基板６２が水平方向に対して基板６２の後
端部側を下側に傾斜して保持される場合、第１及び第２案内部６５ｂ、６５ｃの各案内面
６５ｇ、６５ｈを第１及び第２保持部６５ｋ、６５ｉと略同じ傾斜角で配設することで、
基板６２は各案内面６５ｇ、６５ｈによって滑らかに案内され、基板６２を第１及び第２
保持部６５ｋ、６５ｉに容易に保持することができる。また、基板６２が水平方向に対し
て基板６２の後端部側を上側に傾斜して保持される場合においても、第１及び第２案内部
６５ｂ、６５ｃの各案内面６５ｇ、６５ｈを第１及び第２保持部６５ｋ、６５ｉと略同じ
傾斜角で配設するとよい。また、基板６２が水平方向に保持される場合、各案内面６５ｇ
、６５ｈを水平方向に配設するとよい。
【００５１】
　また、基板６２が長手方向に比較的に短い場合、ホルダー６５に中間保持部６５ｄを設
けずに、ホルダー６５の開口部６５ａの下側壁面を基板６２の一端部６２ａの下面に当接
させる構成として、基板６２の下面を開口部６５ａの下側壁面と第１案内部６５ｂの第１
案内面６５ｇとで保持するようにしてもよく、この構成によって、基板６２が下側に撓む
ことなく保持される。
【００５２】
　　（第２実施形態）
　図７は、本発明の第２実施形態に係る除電ユニット６０の基板６２を保持する構成を示
す断面図である。第２実施形態では、基板６２は挿入方向の両端側を第１保持部６５ｋ及
びハウジング５３に保持される。第１実施形態と異なる、保持部について主に説明し、以
降、第１実施形態と同じ部分の説明を省略する。
【００５３】
　クリーニング部１４を保持するハウジング５３は、断面視で円弧状に形成され、更にそ
の下側に延びるフレームを有する。円弧状のハウジング５３の外形部５３ａが第２保持部
を構成する。第１保持部６５ｋは第１実施形態と同様にホルダー６５の内壁面６５ｊに形
成される。基板６２の下面は、第１実施形態と同様に、第１案内部６５ｂの第１案内面６
５ｇ（図６参照）と開口部６５ａ（図４参照）の下側壁面に保持される。或いは基板６２
の下面は中間保持部６５ｄ（図５参照）に保持されるようにしてもよい。
【００５４】
　基板６２をホルダー６５に取り付ける手順については、図４に示すように、発光ダイオ
ード６１を実装した基板６２を矢印Ａ方向からホルダー６５の奥側に挿入する。このとき
、基板６２を挿入方向Ａに傾斜させて挿入する。即ち、基板６２の一端部６２ａ側を挿入
方向Ａの奥側にして、基板６２の他端部６２ｂ側を挿入方向Ａの手前側に傾斜させて、基
板６２の一端部６２ａを開口部６５ａに挿入する。次に、基板６２の一端部６２ａを開口
部６５ａに挿入した状態で、図６に示すように、基板６２の他端部６２ｂ側を第１及び第
２案内部６５ｂ、６５ｃの間に挿入することで、第１案内部６５ｂの撓みによって、基板
６２は第１及び第２案内部６５ｂ、６５ｃに挟持される。基板６２の一端部６２ａが開口
部６５ａに挿入され、基板６２の他端部６２ｂ側が第１及び第２案内部６５ｂ、６５ｃに
挟持された状態で、図７に示すように、ホルダー６５をハウジング５３に取り付ける。ホ
ルダー６５をハウジング５３に取り付けることで、基板６２の挿入方向の後端部がハウジ
ング５３の外形部（第２保持部）５３ａに対向し、さらに第２保持部５３ａが基板６２の
後端部をホルダー６５の奥側に押す。基板６２がホルダー６５の奥側に押されることで、
基板６２は第１保持部６５ｋに至り、基板６２の前端部は第１保持部６５ｋに当接可能に
保持されるとともに、基板６２の後端部は第２保持部５３ａに当接可能に保持される。ま
た基板６２の下面は第１案内部６５ｂの第１案内面６５ｇと開口部６５ａの下側壁面に保
持される。
【００５５】
　上記のように基板６２の一端部６２ａを開口部６５ａに挿入し、基板６５の他端部６２
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ｂ側を第１及び第２案内部６５ｂ、６５ｃに沿って挿入するという簡単な作業によって基
板６２がホルダー６５に組み付けられ、また、このように基板６２を組み付けると、基板
６２の変形等によって基板６２及び発光ダイオード６１が破損することがなく、さらに基
板６２を取り付ける構成が省スペースで収まり、除電ユニット６０を小型にすることがで
きる。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明は、複写機、プリンター、ファクシミリ、それらの複合機等の像担持体上の残留
電荷を除去する除電ユニット、及びそれを備えたドラムユニット及び画像形成装置に利用
することができる。
【符号の説明】
【００５７】
　　　１　　画像形成装置
　　　１０　　ドラムユニット
　　　１１　　感光体ドラム（像担持体）
　　　１３　　帯電部
　　　１４　　クリーニング部
　　　５３　　ハウジング
　　　５３ａ　外形部（第２保持部）
　　　６０　　除電ユニット
　　　６１　　発光ダイオード（発光部材）
　　　６２　　基板
　　　６２ａ　　一端部
　　　６２ｂ　　他端部
　　　６５　　ホルダー
　　　６５ａ　　開口部
　　　６５ｂ　　第１案内部
　　　６５ｃ　　第２案内部
　　　６５ｄ　　中間保持部
　　　６５ｅ　　係止部
　　　６５ｆ　　突起部
　　　６５ｇ　　第１案内面
　　　６５ｈ　　第２案内面
　　　６５ｉ　　第２保持部
　　　６５ｊ　　内壁面
　　　６５ｋ　　第１保持部
　　　６５ｍ　　開口内壁面



(11) JP 5723759 B2 2015.5.27

【図１】 【図３】

【図４】 【図５】



(12) JP 5723759 B2 2015.5.27

【図６】



(13) JP 5723759 B2 2015.5.27

【図２】



(14) JP 5723759 B2 2015.5.27

【図７】



(15) JP 5723759 B2 2015.5.27

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  今仲　浩一
            大阪府大阪市中央区玉造１丁目２番２８号　京セラミタ株式会社内

    審査官  野口　聖彦

(56)参考文献  特開２００８－１１６８３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１８１６１３（ＪＰ，Ａ）　　　
              実公昭４０－０１３９５２（ＪＰ，Ｙ１）　　
              特開２０１１－１０７２２１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０３－１４６９８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１０／００５４７９２（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２０１０－０５４７００（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０３Ｇ　　２１／１６　　　　
              Ｇ０３Ｇ　　２１／１８　　　　
              Ｇ０３Ｇ　　２１／０８　　　　
              Ｇ０３Ｇ　　１５／００
              Ｇ０３Ｇ　　１５／０１


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

